
 
令和３年６月 23 日 

観 光 局 

公益社団法人新潟県観光協会 

 

 

県及び（公社）新潟県観光協会では、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大に

より落ち込んだ観光需要の回復を図るため、新潟県民を対象とした旅行商品・宿泊

代金に対する割引や、県内で利用できる地域クーポン券を付与するキャンペーンを

開始します。 
 

記 
 

１ 名  称 使
つか

っ得
とく

！にいがた県民割キャンペーン 

２ 利用期間 令和３年６月２８日（月）～令和３年１２月３１日（金）まで 

３ 予約期間 令和３年６月２５日（金）～令和３年８月３１日（火）まで 

※準備が整った宿泊施設、旅行会社から順次取扱開始 

４ 利用対象 新潟県在住者 

５ 割引対象 一人一泊あたり税込5,000円以上の宿泊代金、旅行商品（日帰り含む） 

※県内の旅館・ホテル等の宿泊施設、県内を目的とした旅行商品等に限る。 

６ 割 引 額 税込  5,000 円以上 9,999 円以下の場合 → 代金の 50％割引 

税込 10,000 円以上の場合       → 5,000 円割引 

※ＧｏＴｏトラベル、「泊まっ得！にいがた県民割キャンペーン」以外の他

の割引と併用可（割引総額が旅行（宿泊）代金を上回った場合は適用外） 

７ クーポン キャンペーン利用者に地域クーポン券2,000円分を付与 

８ 対象施設 旅館・ホテル等 689 施設、取扱旅行会社 146 社 

クーポン利用可能店舗 1,512 箇所（6/16 時点） 

９ 問合せ先 専用コールセンター 電話０５７０－００－２２８７ 

対応時間 ９時～17 時（期間中無休） 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大のおそれがあると判断した場合には当該キ

ャンペーンの利用を停止します。 

※キャンペーン詳細は別紙チラシ又は下記サイトでご確認ください。 
   【6/24 公開：専用サイト QR】 

新潟県報道資料 

新潟県民を対象とした旅行商品・宿泊割引「使
つか

っ得
とく

！にいがた県民割キ

ャンペーン」を開始します。 

【問合せ先】 
１ 報道内容に関すること 
  観光企画課 鶴巻課長、吉倉 
  （直通）025-280-5254（内線）2804 
２ キャンペーン内容に関すること 
  公益社団法人新潟県観光協会 櫻田、伊藤 
  （直通）025-280-5795（内線）2807 


